
委託業務受託候補者の選定を公募型プロポーザル方式で実施しますので，次のとおり

公募します。 

 

令和元年１２月１１日 

 

京都市長 門 川 大 作 

 

次期京都市農林行政基本方針（仮称）策定に係るアンケート調査業務に関する受託者 

応募要領 

 

１ 委託業務 

  次期京都市農林行政基本方針（仮称）策定に係るアンケート調査業務 

 

２ 委託業務内容 

別紙仕様書のとおり 

 

３ 委託金額の上限 

  １，８００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

４ 応募資格 

  次の要件をすべて満たしていること。 

（１）本市の競争入札参加有資格者名簿に登載されていること，又は京都市競争入札等

取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者であること。 

（２）応募申請書等の提出の日から受託候補者選定結果の通知の日までにおいて，京都

市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止措置を受

けていない者であること。 

（３）京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団並びに同条第４号に規定す

る暴力団員等及び同条第５号に規定する暴力団密接関係者が所属する組織等でな

いこと。 

 

５ 応募方法 

（１）提出書類 

  ア 応募申請書（様式１）及び類似業務実績一覧（様式２） 

  イ 企画提案書 

    「仕様書」の内容に基づき，「受託候補者選定審査基準」を参考に作成し，紙

文書で９部提出すること。 

       なお，企画提案書には，社名を入れないこと。 

 ウ 見積書（消費税は内書きで記載） 

    委託業務実施に当たっての見積書（積算根拠が分かるように記載したもの）原



本を１部，複写８部を提出すること。 

  エ 誓約書（様式３） 

    京都市競争入札参加有資格者名簿未登録者は，１部提出すること。 

（２）受付期間 

  ア 令和元年１２月１１日（水）から同年１２月２５日（水）までの平日午前９時

から午後５時までとする。 

  イ 受付期間の終了後においては，提出書類の内容の変更は受け付けない。 

（３）提出方法等 

  下記１０の担当まで持参又は郵送により提出すること。 

  ただし，郵送の場合は，令和元年１２月２５日（水）午後５時必着とする。 

（４）その他 

 ア 提出書類は理由のいかんに関わらず返却しない。 

  イ 選定された提案は，京都市との協議により，修正又は変更を行う場合がある。 

 

６ 受託候補者の選定方法 

（１）提出された見積金額が委託金額の上限を超えている場合は，失格とする。 

（２）提案内容が仕様書を満たしていない場合は失格とする。 

（３）京都市の職員で構成する「次期京都市農林行政基本方針（仮称）策定に係るアン

ケート調査業務受託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において，

応募者から提出された企画提案書及び見積書について，「次期京都市農林行政基本

方針（仮称）策定に係るアンケート調査に関する受託候補者選定審査基準」に基づ

き項目別に評価し，評価点の合計が６０点以上のもののうち，最も高い合計点を得

た者を受託候補者として選定する。なお，応募者が１社のみであっても，プロポー

ザルが成立することとし，審査及び選定を行う。 

（４）選定委員会における審査の結果，選定した受託候補者の住所又は所在地，商号又

は名称及び代表者氏名並びに契約予定金額（見積書に記載された金額），評価点及

び受託候補者の選定理由などを含めて，選定結果を京都市のホームページで公表す

る。なお，選定手続が完了する前は，提案者数や提案者名など選定に係る情報につ

いて公表しない。 

 

７ 委託契約の締結 

（１）契約金額 

   提案書類提出時に提出された見積書に記載された金額をもって契約金額とする。 

（２）契約期間 

   契約締結日から令和２年３月３１日まで 

（３）契約の締結等 

  ア 選定した受託候補者と契約条件を確認及び協議のうえ，随意契約を行う。 

  イ 受託候補者となった者は，速やかに所定の契約書を提出しなければならない。 

  ウ 受託候補者となった者が前項の手続きを行わないときは，当該委託業務に係る



契約は締結されなかったものとみなす。 

 

８ 質疑 

 応募方法や委託業務の仕様内容等について質疑がある場合は，質疑書（任意様式）

を持参又は電子メール若しくはＦＡＸにより提出すること。口頭による質疑は受け付

けない。ただし，本市が軽微な質問と判断した場合についてはこの限りでない。なお，

ＦＡＸの場合は必ず電話での着信確認を行うこと。 

 ⑴ 提出先 

   下記１０の担当まで 

 ⑵ 提出期間 

   令和元年１２月１１日（水）から同年１２月１８日（水）までの平日午前９時か

ら午後５時までとする。 

 ⑶ 回答方法 

   質疑に対する回答は，令和元年１２月２０日（金）午後５時までに京都市情報館

に公開することによって行う。 

 

９ その他 

  応募に要する費用は，すべて応募者の負担とする。 

   

10 担当 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市産業観光局農林振興室農林企画課（担当：吉原，田中） 

  ＴＥＬ ０７５－２２２－３３５１ 

ＦＡＸ ０７５－２２１－１２５３ 

  E-mail norinkikaku@city.kyoto.lg.jp 


